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hibiki

　取手市議会は、昨年11月29日から12月16日まで
平成25年第４回定例会を開催しました。
　今定例会では、市長から学校設置条例の改正条例
が提出され、白山西小学校と稲小学校の統合につい
て審査を行いました。
　また、取手市議会基本条例に基づき、昨年 11 月
９日に議会報告会を開催しました。

●
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部

改
正
…
可
決

　

白
山
西
小
、稲
小
を
統
合
し
、

現
在
の
稲
小
に
統
合
校
を
設
置

す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

鈴
木
議
員
…
小
規
模
校
で
こ
そ

豊
か
に
成
長
で
き
る
教
育
環
境

が
あ
り
、
統
廃
合
は
見
直
す
べ

き
と
考
え
る
。
耐
震
化
に
よ
る

子
ど
も
の
安
全
よ
り
も
財
政
効

率
を
優
先
す
る
姿
勢
は
認
め
ら

れ
な
い
。
反
対
。

齋
藤
議
員
…
児
童
生
徒
数
の
減

少
が
進
む
中
、
質
の
高
い
教
育

環
境
を
提
供
す
る
た
め
に
は
避

け
て
は
通
れ
な
い
。
子
ど
も
第

一
の
教
育
環
境
と
安
全
対
策
を

最
優
先
に
、
誠
実
な
対
応
の
継

続
を
望
む
。
賛
成
。

平成28年４月１日

・和解条項
（１）被告（市）は原告（前市議）に対し、被告市議会
の平成 23 年 12 月 26 日に行われた本会議において、原
告が 100 条調査特別委員会で証人として宣誓の上、証言
をした際に、虚偽の陳述を行ったとして、原告を告発す
る議決を行い、告発したが、告発書が取手警察署に受理
されなかった。被告は、被告市議会のこれらの行為によ
り、原告の名誉を傷つけたことを陳謝する。
（２）被告は原告に対し、本件和解金として、金 30 万円
の支払義務のあることを認め、原告の指定する口座に振
り込む方法で支払う。
（３）被告は原告に対し、被告市議会発行の「ひびき」に、
本和解条項の内容を掲載する。
（４）原告は、その余の請求を放棄する。
（５）原告と被告は、本件に関し、本和解条項に定める
ほか、何ら債権債務のないことを相互に確認する。
（６）訴訟費用は各自の負担とする。

稲小学校 白山西小学校

（仮称）白山西・稲統合小学校

白山西・稲小学校統合決定！

前
市
議
と
和
解
へ
賛成
12
11
反対

●
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
係
る

訴
訟
上
の
和
解
…
可
決

〔
討
論
〕

赤
羽
議
員
…
訴
訟
は
市
が
被
告

と
な
っ
て
い
る
が
、
議
会
の
議

決
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
。
和

解
条
項
は
、
実
質
的
に
市
の
完

全
な
敗
訴
と
同
じ
。
私
は
慎
重

な
調
査
を
求
め
た
が
、
多
く
の

議
員
が
し
っ
か
り
し
た
調
査
や

議
論
を
行
わ
ず
告
発
し
た
こ
と

が
問
題
。
百
条
調
査
権
の
行
使

や
告
発
は
、
今
回
を
機
に
も
っ

と
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
。
こ

の
際
あ
い
ま
い
な
和
解
で
は
な

く
判
決
を
受
け
、
敗
訴
し
た
と

き
は
、
当
時
賛
成
し
た
議
員
が

し
っ
か
り
と
責
任
を
取
る
べ
き
。

た
だ
し
議
会
と
い
う
組
織
を
鑑

み
る
と
、
一
定
期
間
、
議
員
報

酬
ま
た
は
そ
の
他
の
議
会
費
の

減
額
を
提
案
す
べ
き
。
反
対
。

齋
藤
議
員
…
公
明
党
は
、
事
件

の
発
端
か
ら
振
り
返
る
べ
き
と

考
え
る
。
平
成
23
年
４
月
、
原

告
が
議
会
図
書
室
の
印
刷
機
使

用
に
よ
り
飯
島
悠
介
氏
の
チ
ラ

シ
を
印
刷
し
た
こ
と
が
報
道
さ

れ
た
と
き
、
議
会
は
会
派
代
表

者
会
議
を
開
き
、
原
告
に
６
月

定
例
会
で
陳
謝
の
機
会
を
与
え

た
。
そ
の
場
に
い
た
が
、
お
わ

び
の
気
持
ち
が
よ
く
伝
わ
ら
な

い
印
象
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

百
条
委
員
会
設
置
を
求
め
る
陳

情
が
提
出
さ
れ
た
。

　

私
は
、
事
件
当
初
か
ら
議
会

の
１
人
と
し
て
大
変
不
愉
快
な

思
い
を
し
て
い
る
。
市
民
に
も

不
愉
快
な
思
い
や
不
安
を
ず
っ

と
与
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

裁
判
長
の
和
解
勧
告
に
従
い
、

裁
判
を
終
結
す
べ
き
。
賛
成
。

遠
山
議
員
…
日
本
共
産
党
は
、

百
条
委
員
会
設
置
に
反
対
し
て

き
た
が
、
議
会
が
個
人
を
告
発

す
る
件
で
も
反
対
討
論
を
行
い
、

意
見
・
態
度
を
明
確
に
し
て
き

た
。
結
果
と
し
て
、
反
対
し
た

議
員
の
発
言
内
容
の
と
お
り
に

な
っ
て
い
る
。
一
貫
し
て
、
き

ち
ん
と
意
見
を
明
確
に
し
た
上

で
反
対
の
立
場
を
通
す
。
反
対
。

平
議
員
…
大
変
な
こ
と
が
山
積

の
中
、
何
が
住
民
に
と
っ
て
最

も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
何
を
我
慢
し
て
、
取
り
上

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な

の
か
。
政
治
と
は
、
一
番
大
事

な
こ
と
、
優
先
順
位
は
何
な
の

か
を
捉
え
て
い
く
も
の
。
現
実

の
社
会
を
見
る
と
、
人
々
は
何

で
困
っ
て
い
る
の
か
。
賛
成
。

※
議
会
で
の
議
決
（
12
月
５
日
）

を
受
け
、
12
月
９
日
に
和
解
が
成

立
し
ま
し
た
。


